
2027年に初回交換

（48か国・地域）

2028年に初回交換

（27か国・地域）

2029年に初回交換

（１か国・地域）

GF（注１）によりCARFに
関連する国・地域とし
て特定されたものの、
コミットメント未表明の

国・地域
（５か国・地域）

アイスランド

アイルランド

イスラエル

イタリア

インドネシア

ウガンダ

英国

（英）ガーンジー

（英）ケイマン諸島

（英）ジブラルタル

（英）ジャージー

（英）マン島

エストニア

オーストリア

オランダ

カザフスタン

ギリシャ

クロアチア

コロンビア

サンマリノ

スウェーデン

スペイン

スロバキア

スロベニア

大韓民国

チェコ

チリ

デンマーク

（丁）フェロー諸島

ドイツ

日本

ニュージーランド

ノルウェー

ハンガリー

フィンランド

ブラジル

フランス

ブルガリア

ベルギー

ポーランド

ポルトガル

マルタ

南アフリカ共和国

ラトビア

リトアニア

リヒテンシュタイン

ルーマニア

ルクセンブルク

アゼルバイジャン

アラブ首長国連邦

（英）バミューダ

（英）英領バージン諸島

オーストラリア

カナダ

キプロス

ケニア

コスタリカ

シンガポール

スイス

セーシェル

セントビンセント及びグレナディーン諸島

タイ

（中）香港

トルコ

ナイジェリア

バーレーン

パナマ

バハマ

バルバドス

フィリピン

ベリーズ

マレーシア

メキシコ

モーリシャス

モンゴル

米国 アルゼンチン

インド

エルサルバドル

ジョージア

ベトナム

（令和８年（2026年）１月１日現在）

（注１） 税の透明性と情報交換に関するグローバル・フォーラム（172か国・地域が参加するOECDの関連組織）
（注２） 下線は日本とCARFに基づく自動的情報交換が可能な租税条約等がある国・地域を表す。

CARFに基づく自動的情報交換の実施時期に関する国際的な状況


